
地元商工業繁栄のための ２０２６年１月改訂

特定退職金共済制度 
ご加入のおすすめ 

（新企業年金保険） 

★★福利厚生は、まず「退職金制度」の確立から★★

北大阪商工会議所

「賃金の支払の確保等に関する法律」にもとづき、労働契約・就業規則等で労働者に退職金を支払うこ

とを明らかにしている事業主は、退職金支払のための保全措置を講ずるよう努めなければならないこ

ととされておりますが、この特定退職金共済制度に加入した事業主については、その義務づけが免除

されます。 

ご存知でしょうか 
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制 度 の 特 色

退職金制度の確立 
従業員のための退職金を計画的に準備できます。 

また、商工会議所を通じて退職金制度が確立でき、求人対策・従業員の意欲向上、定着化に役立ちま

す。 

税法上の特色 
この制度は、所得税法施行令第７３条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。 

事業主が負担する掛金は、１人月額３０，０００円まで損金または必要経費に算入でき、従業員の給与所

得にもなりません。 

（法人税法施行令第１３５条、所得税法施行令第６４条） 

過去勤務期間通算のお取扱い 
この制度に加入する前に、すでに事業所に勤務している従業員については、新規加入事業所のみその

勤務期間を制度加入後の期間と通算して加入することができます。 

くわしくは P.5～6「過去勤務期間通算のお取扱い」をごらんください。 

制 度 の 内 容

掛 金 
・加 入 口 数：１口１，０００円で、従業員１人について３０口までご加入いただけます。

※掛金には１口あたり５０円の制度運営事務費が含まれています。

制度運営事務費を除いた残額（１口あたり９５０円）を生命保険料として運用します。

・掛金の負担：全額事業主負担です。

掛金として払込まれた金額は、事業主に返還しません。 

・口数の増加：お申し出により、３０口を限度として加入口数を増加させることができます。

給  付  金 
この制度の給付金は、次のとおりです。（重複しては支払われません。） 

・退職一時金・・・・被共済者(加入従業員)が退職したとき。

・遺族一時金・・・・被共済者(加入従業員)が死亡したとき。

・年     金・・・・加入期間１０年以上の退職者が希望するとき。 

なお、年金の受給中に死亡されたときには、その遺族に対して残余期間分の年金

に代え、未支払年金の年金現価相当額を一時金でお支払いします。 

給付金の受取人 
この制度の給付金の受取人は、被共済者（加入従業員）です。 

給付金は受取人名義の口座へ直接お支払いします。 

なお、ご本人が死亡のときには、労働基準法施行規則第４２条から第４５条に定める遺族補償の順位に

よります。 

解 約 手 当 金 
途中で共済契約を解除された場合でも、解約手当金はその被共済者（加入従業員）にお支払いします。

なお、解約の場合は、被共済者（加入従業員）全員の同意が必要です。 

参  考 

■給付金の税法上の取扱い
●退職一時金･･･退職所得となります。ただし、解約された場合の給付金は、一時所得となります。

（所得税法第３１条、同法施行令第７２条・第７６条・第１８３条） 

●遺族一時金･･･死亡退職金とみなされ相続税の対象となりますが、法定相続人数×５００万円までの範囲

内は非課税です。       （相続税法第３条・第１２条、同法施行令第１条の３） 

●年 金･･･雑所得となりますが、公的年金等控除の適用が受けられます。 

（所得税法第３５条、同法施行令第８２条の２） 

※記載の税務取扱は、2025年 11月現在の税制に基づくものです。
今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。
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給 付 金 額

退職一時金の額 
基本退職一時金の額と加算給付額との合計額が、お受取りになる退職一時金の額となります。 

〈基本退職一時金〉 
掛金月額と加入期間(掛金納付月数)に応じて、あらかじめ商工会議所特定退職金共済制度規約に金額

が定められています。 

〈加 算 給 付〉 
毎年の運用実績に応じて、毎年４月１日に基本退職一時金に加算される金額です。 

遺族一時金の額 
死亡時の退職一時金の額に、掛金１口について１０,０００円を加算した金額です。 

年 金 月 額 
退職時の退職一時金額を原資として計算した金額を、年４回（３・６・９・１２月）、３ヵ月分をとりまとめて

１０年間にわたってお支払いします。 

ただし、年金月額が２０,０００円未満の場合は一時金でお支払いします。 

基本退職一時金額、遺族一時金額および年金月額表
（掛金月額 １口１,０００円について） 

1 年 12,000 円 11,260 円 約 21,260 円 約 円

2 24,000 22,580 32,580

3 36,000 33,960 43,960

4 48,000 45,410 55,410

5 60,000 56,920 66,920

6 72,000 68,500 78,500

7 84,000 80,140 90,140

8 96,000 91,850 101,850

9 108,000 103,630 113,630

10 120,000 115,470 125,470 (1,000)

15 180,000 175,700 185,700 (1,520)

20 240,000 237,660 247,660 (2,060)

25 300,000 301,390 311,390 (2,610)

30 360,000 366,950 376,950 (3,170)

年金月額加入期間 掛金累計 基本退職一時金額 遺族一時金額

（注） 

１．年の途中で退職されたときの基本退職一時金額は、月単位で計算された額が支払われます。 

２．基本退職一時金額は、商工会議所特定退職金共済制度規約に基づく金額ですが、経済変動や委託保

険会社および委託割合の変更等により将来変更されることがあります。 

３．遺族一時金額および年金月額は基本退職一時金額を基準に計算しており、加算給付額は含まれてお

りません。 

４．最低年金月額（20,000円）に満たない場合は( )表示しています。この場合、一時金でお支払いしま

す。 

※この制度は、商工会議所が委託保険会社と締結した「新企業年金保険契約」に基づき運営しています。
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制 度 の お 取 扱 い

契約できる事業主 －共済 契約 者－ 
商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、だれでも従業員を加入させることができます。 

加入するときは －任意包括加入－ 
この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させるように
しなければなりません。（ただし、１４歳７ヵ月から６９歳６ヵ月までの方。） 
また、従業員の「加入同意」が必要となります。 

加入手続きと掛金のお払込み方法 
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、所定の加入申込書により、毎月２０日までに商工会議所
にお申込みください。掛金は、取扱金融機関の口座から毎月２２日に自動的に振替えさせていただきます。 
（２ヵ月連続して口座振替ができなかった場合、脱退としてお取扱いします。） 

効力発生日 
毎月２０日までにお申込みのあった分については、翌々月１日から効力が発生いたします。 
毎月２１日以降月末までにお申込みのあった分については、翌々々月１日から効力が発生いたします。 
＊月によって申込締切日が変動し、効力発生日も変動する場合がありますので、詳細はお問合せ先の北大阪商工会議所に
ご連絡ください。 

被共済者証の発行 
被共済者に対しては「特定退職金共済制度被共済者証」を発行します。 

給付金の請求 
被共済者が退職、死亡あるいは年金の支給を受けようとするときは、商工会議所に備えつけの書類によ
って請求をお願いします。 

継続期間 
ご加入後、被共済者が事業所に勤務される限り、満７５歳に達する日まで継続でき、この時点で脱退とな
ります。 

個人情報に関するお知らせ 

北大阪商工会議所（以下「本会議所」という。）は、当制度の運営において取得する個人情報（被保険者
の氏名、性別、生年月日等および事業主の氏名、住所、口座情報等）を当制度の事務手続き、各種サービ
スの案内・提供のために利用します。また、委託保険会社および事務委託会社へ提供します。
委託保険会社は、受領した個人情報を各種保険契約の引受け、継続・維持管理、一時金・年金等の支払、
その他保険に関連・付随する業務のために必要な範囲で利用し、本会議所および他の委託保険会社に上記
目的の範囲内で提供します。
事務委託会社は、受領した個人情報を口座振替等による集金代行業務、振込等による送金代行業務、その
他の事務代行業務のために必要な範囲で利用します。
なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、本会議所、委託保険会社および事務委託会社において
それぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。
委託保険会社は、今後変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の委託保険会社に提供さ
れます。

委託保険会社および委託割合 

大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 (86.27%)（事務幹事会社）  住友生命保険相互会社(6.83%) 
富国生命保険相互会社(6.89%)  ジブラルタ生命保険株式会社（旧ＡＩＧｴｼﾞｿﾝ生命保険株式会社）(0.01%) 

※上記の委託保険会社に委託割合に応じた資産の運用を委託しております。なお、委託保険会社および委託
割合は変更することがあります。（上記の委託保険会社および委託割合は 2026年 1月現在のものです。） 

●事務委託会社  日本システム収納株式会社 

次の人は必ずしも加入させる必要はありません。  なお、次の人は加入させることができません。 
①期間を定めて雇われている人  ①個人事業主 
②季節的な仕事のために雇われている人  ②個人事業主と生計を一にする親族 
③試用期間中の人  ③法人の役員（使用人兼務役員を除きます。） 
④非常勤の人  ④他の特定退職金共済団体の被共済者 
⑤パートタイマーのように労働時間の特に短い人 ※中小企業退職金共済あるいは特定業種退職金共済との重複加入は
⑥休職中の人 認められます。
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◇ご加入にあたって特にご注意いただきたい事項◇

■全従業員の加入が必要です■

この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させる

ようにしなければなりません。また、従業員の「加入同意」が必要となります。

個人事業主、もしくは個人事業主と生計を一にする親族、法人企業の役員（使用人兼務役員は除く）

はこの制度に加入できません。【所得税法施行令 第７３条①三】

なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。

１．期間を定めて雇われている人  ２．季節的な仕事のために雇われている人 

３．試用期間中の人  ４．非常勤の人 

５．パートタイマーのように労働時間の特に短い人 

６．休職中の人 

■従業員の加入同意が必要です■

加入・増口手続きにあたっては従業員の「加入同意」が必要となります。所定の申込書へ従業員の

方の同意印を押印いただきます。

■他の特定退職金共済制度との重複加入はできません■

他の特定退職金共済制度に既に加入されている場合は、この制度に重複して加入することはできま

せん。（中小企業退職金共済制度との重複加入は認められています。）

■給付金は事業主にはお支払いしません■

この制度の給付金の受取人は、被保険者（加入従業員）です。

給付金、解約手当金、掛金として払込まれた金額（運用益を含む）は、懲戒解雇･行方不明等いかな

る理由によっても事業主にはお支払い（返還）しません。

【所得税法施行令第７３条①四】 

■給付金額は将来変更されることがあります■

「基本退職一時金額、遺族一時金額および年金月額表」に記載の給付金額は特定退職金共済制度規

約に基づく金額ですが、経済変動や委託保険会社および委託割合の変更等により将来変更されるこ

とがあります。

■給付金額が払込掛金の累計を下回る場合があります■

ご加入後一定の期間は、給付金額が払込掛金の累計を下回ります。（給付金額は「基本退職一時金

額、遺族一時金額および年金月額表」をご確認願います。）

お払込みいただいた掛金は、制度運営事務費や遺族年金特約（※）の保険料等を差引いて積立てら

れ、所定の予定利率により運用されます。また、予定利率については将来変更されることがあります。

（※）掛金払込期間中に死亡された場合には、遺族年金特約により遺族一時金をお支払いします。遺族一

時金は、死亡時の退職一時金の額に、払込中の掛金 1口について 10,000円を加算した金額です。 

■次の事項に該当する場合、契約を解除することがあります■

次の事項に該当する場合、共済契約者と締結した契約の全部または一部を解除することがあります。 

○共済契約者（加入事業所）が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき

○被共済者（加入事業所の従業員）が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められ

たとき

○その他、特定退職金共済制度規約に定める解除事由に該当したとき
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◇過去勤務期間通算のお取扱い◇

この制度に加入する前に、すでに事業所に勤務されている従業員については、その勤務期間

を本制度の退職一時金等の額の計算基礎に含めることができます。(新規加入事業所のみ) 

１．被共済者の過去勤務期間を通算することにより、さらに充実した退職金制度が確立で
きます。 

２．このお取扱いによる掛金（以下「過去勤務掛金」といいます。）は、全額が損金または
必要経費に算入できます。 

制度加入前の勤務期間（過去勤務通算期間）の設定 
●入社日から制度加入日までの期間を｢過去勤務通算期間｣として、被共済者ごとに設定してください。 

●過去勤務通算期間は、10年間を限度とします。(年未満の端数月は切捨て)

過去勤務通算口数 
●過去勤務通算口数は、当初基本加入口数の範囲内で 22口を限度とします。

過去勤務期間通算のお申込み 
●過去勤務期間通算のお申込みは、本制度にご加入の際、所定の申込書で同時にお申込みください。

（新規加入時にのみお取扱いできます。） 

●過去勤務期間の通算は、被共済者全員について申込むことが必要です。

一部の被共済者のみ過去勤務期間を通算することはできません。

●過去勤務通算口数を途中で変更することや廃止することはできません。

過去勤務掛金 
●過去勤務掛金は通算期間、通算口数および払込期間により、個人ごとに計算されます。

過去勤務掛金の払込期間 
●過去勤務掛金の払込期間は、過去勤務通算期間と同一年数です。ただし、過去勤務通算期間が６

年以上の場合の払込期間は５年とします。

効力発生日 
●過去勤務期間通算のお申込みの効力発生日は、基本掛金のお申込みの効力発生日と同様です。

制度加入後のお取扱い 
●過去勤務期間通算のお取扱いを適用された被共済者に対しては、｢特定退職金共済制度被共済者

証｣を発行の際、その旨記載します。

●過去勤務掛金は、基本掛金と同様に取扱金融機関の口座より毎月自動振替します。

【過去勤務通算掛金（月額）表】 (過去勤務通算月額 1,000円につき) 
過 去 勤 務 通 算 期 間 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 １０年 
過去勤務掛金払込期間 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ５年 

過 去 勤 務 通 算 掛 金 
１，０１０ 

円 
１，０１０ 

円 
１，０２０ 

円 
１，０２０ 

円 
１，０３０ 

円 
１，２４０ 

円 
１，４５０ 

円 
１，６６０ 

円 
１，８７０ 

円 
２，０９０ 

円 

(注)過去勤務通算期間に対応する掛金払込期間内に、定年退職等により退職される場合は、本表によりません。 

採用の 

メリット

お 取 扱 い の 内 容 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 
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◇過去勤務期間通算と給付内容◇

通算口数が加入口数と同一（５口）の場合の給付内容 

例：過去勤務通算期間･････････････７年 

  過去勤務掛金払込期間･････････５年 

＜基本退職一時金部分のしくみ図＞ 

①過去勤務掛金払込完了後の退職一時金

過去勤務掛金払込開始から脱退までの期間が８年の場合

退職一時金＝加入期間１５年で５口に対する基本退職一時金額[図①の給付]

（加入期間＝７年＋５年＋３年＝１５年）＋加算給付額 

②過去勤務掛金払込完了前の退職一時金

過去勤務掛金払込開始から脱退までの期間が４年の場合

退職一時金＝加入期間４年で基本掛金に対する基本退職一時金額と過去勤務掛金を増口とみなして計

算される基本退職一時金相当額の合計額[図②の給付]＋加算給付額 

入社日 

過去勤務掛金 （５口） 

５年 
退職日 

４年 

７年 ３年 

制度加入日 

① 

② 

過去勤務掛金払込完了後の基本退職一時金 

過去勤務掛金の払込完了 

過去勤務掛金の払込開始 

通常の掛金に対応する基本退職一時金 

過去勤務掛金払込中の基本退職一時金相当額 

（５口）過去勤務通算期間 基本掛金   （５口） 
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●掛金取扱金融機関
枚方信用金庫  りそな銀行  京都信用金庫  池田泉州銀行 

三井住友銀行  みずほ銀行  関西みらい銀行  三菱ＵＦＪ銀行  京都銀行 

※記載の金融機関名は、2025 年 11 月現在のものです。

●制度についてのお問合せ先

北 大 阪 商 工 会 議 所 きらら事務所 総務企画部 総務会員課 

〒５７３－１１５９ 

枚方市車塚１-１-１ （輝きプラザ「きらら」６Ｆ枚方市立地域活性化支援センター内） 

ＴＥＬ ０７２－８４３－５１５２ 

企-2025-0023-S（2025 年 12月 3 日）P6570    （2025.12-0.75）

※このパンフレットは、2025年 11月時点の制度内容に基づき記載されており、将来、制度内容は変更することがあります。

◇担当者◇担当機関

北大阪商工会議所


